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○小千谷市地域生活支援事業の実施に関する規則 

平成１８年９月２８日 

規則第５７号 

改正 平成１９年３月３０日規則第７９号 

平成２０年３月３１日規則第２２号 

平成２１年３月３１日規則第１３号 

平成２２年３月３１日規則第４７号 

平成２３年３月３１日規則第１６号 

平成２４年４月１日規則第４９号 

平成２５年４月１日規則第４４号 

平成２６年４月１日規則第２４号 

平成２８年３月２４日規則第１８号 

平成２９年３月２１日規則第１０号 

平成３０年３月３０日規則第５号 

令和２年３月１８日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する障害者及び障害児（以下「障

害者等」という。）の自立支援及び福祉の増進を図ることを目的とし、法第７７条の規

定に基づき本市が行う地域生活支援事業（以下「地域生活支援事業」という。）の実施

に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 地域生活支援事業 相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、

移動支援事業、日中一時支援事業、更生訓練費給付事業、自動車改造費助成事業、自

動車免許取得費助成事業、地域活動支援センター事業、手話奉仕員等養成研修事業、

訪問入浴サービス事業及び成年後見制度利用支援事業をいう。 

(2) 相談支援事業 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相

談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利の擁護のために必要な援助
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を行う事業をいう。 

(3) 意思疎通支援事業 聴覚障害者等の意思疎通の円滑化のために手話通訳者等又は

要約筆記者等（以下「通訳者等」という。）の派遣を行う事業をいう。 

(4) 日常生活用具給付等事業 重度障害者等に対し、日常生活用具（以下「用具」とい

う。）を給付又は貸与（以下「給付等」という。）する事業をいう。 

(5) 移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための

外出に伴う移動を個別的に支援する事業をいう。 

(6) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保することにより、障害

者等の家族の就労を支援し、又は介護者である家族の負担の軽減を図る事業をいう。 

(7) 更生訓練費給付事業 法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用して

いる者で、更生訓練を行っているものに対し、その訓練に要する費用の一部を支給す

る事業をいう。 

(8) 自動車改造費助成事業 重度身体障害者が所有し、自らが自動車を運転する場合

（以下「本人運転」という。）及び重度の身体障害により自らが自動車を運転するこ

とができない者を乗車させ、当該身体障害者と生計を同一にする者が自動車を運転す

る場合（以下「介護者運転」という。）において、自動車の改造に要する費用の一部

を助成する事業をいう。 

(9) 自動車免許取得費助成事業 障害者の自動車運転免許（道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第８４条の規定による公安委員会の運転免許（仮免許を除く。）をい

う。以下「免許」という。）の取得に要する費用の一部を助成する事業をいう。 

(10) 地域活動支援センター事業 障害者等を法第７７条第１項第４号に規定する地域

活動支援センター（以下「地域活動支援センター等」という。）に通わせ、地域の実

情に応じた、創作活動や生産活動の機会を提供する基礎的事業並びに必要に応じて機

能訓練や社会適応訓練のサービスを行う機能強化事業をいう。 

(11) 手話奉仕員等養成研修事業 聴覚障害者に関する福祉制度等の理解と認識を深め

るとともに、日常生活を行うに必要な手話及び手話表現技術を取得した手話奉仕員又

は要約筆記及び要約筆記技術を取得した要約筆記奉仕員の養成研修を実施する事業を

いう。 

(12) 訪問入浴サービス事業 重度身体障害者の清潔の保持、心身のリフレッシュ等を

図るため、家庭において入浴困難な者に対して訪問入浴車を派遣し、入浴（入浴でき
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ない場合は清拭）の介助を行う事業をいう。 

(13) 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成２８年小

千谷市告示第５５号）に規定する事業をいう。 

（委託） 

第３条 市長は、地域生活支援事業のうち、相談支援事業、意思疎通支援事業、地域活動

支援センター事業及び手話奉仕員養成研修事業について、その業務の全部又は一部を適

切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は福祉関係団体等に委託する

ことができる。 

（事業者等の指定） 

第４条 地域生活支援事業のうち、移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援セン

ター事業及び訪問入浴サービス事業に係るサービスを提供しようとする事業者は、市長

の指定を受けなければならない。 

２ 市長は、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準

を定める条例（平成２７年新潟県条例第２７号。以下「指定障害福祉サービス等基準」

という。）に規定する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営するこ

とができると認める場合に、前項の指定を行うことができる。ただし、訪問入浴サービ

ス事業については、新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する

基準を定める条例（平成２７年新潟県条例第２２号。以下「指定居宅サービス等基準」

という。）に規定する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営するこ

とができると認められる場合に指定を行うことができる。 

（指定申請等） 

第５条 前条第１項及び第２項の規定により市長の指定を受けようとする事業者は、事業

の種類及び事業を行う事業所ごとに、地域生活支援事業者指定申請書に必要な書類を添

えて市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、前条第２項の規定により指定するかどうかを決

定し、指定するときは、地域生活支援事業者指定通知書により、指定しないときは、地

域生活支援事業者不指定通知書により申請者に通知するものとする。 

（変更の届出等） 

第６条 前条の規定により市長の指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という。）は、

前条第１項による申請の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を事業内容変
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更届出書により速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 指定事業者は、事業を廃止、休止又は再開した時は、事業廃止・休止・再開届出書に

より市長に届け出なければならない。 

（費用の給付事業） 

第７条 地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支

援事業、更生訓練費給付事業、自動車改造費助成事業及び地域活動支援センター事業（委

託する事業を除く。）は、第１７条の規定により事業費給付をもって行う。 

（対象者） 

第８条 地域生活支援事業を利用できる対象者（以下「対象者」という。）は、小千谷市

内に住所を有する障害者等又は居住地特例が小千谷市内である障害者等とし、次の各項

に掲げる事業については、それぞれ当該各項に定める者とする。 

２ 意思疎通支援事業を利用できる者は、市内に居住し、又は市内の事業所に勤務し、か

つ、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、聴覚、音声機能障害又は言語機能

障害等により意思疎通を図ることに支障があるものとする。ただし、派遣の用務が次の

各号のいずれかに該当する場合は、利用できない。 

(1) 通勤、営業等の経済活動に関するもの 

(2) 通学等の通年かつ長期にわたるもの 

(3) その他市長が社会通念上派遣を不適当と認めるもの 

３ 日常生活用具給付等事業を利用できる者は、対象者のうち別表第２日常生活用具給付

等事業の部の表対象者の欄に掲げるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」とい

う。）第４３条の２に該当する者及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

より給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者を除く。 

４ 移動支援事業を利用できる者は、対象者のうち原則として１日で用務を終える外出に

支援を必要とする者とする。ただし、外出の用務が次の各号のいずれかに該当する場合

は、利用できない。 

(1) 通勤、営業等の経済活動に関するもの 

(2) 通学等の通年かつ長期にわたるもの 

(3) その他市長が社会通念上支援を不適当と認めるもの 

５ 更生訓練費給付事業を利用できる者は、対象者のうち法に基づく定率負担に係る利用
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者負担額の生じない者であって、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているも

のとする。 

６ 自動車改造費助成事業を利用できる者は、対象者のうち当該事業の利用により社会参

加が見込まれる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 本人運転にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当すること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付を受

けた身体障害者手帳の障害の程度が上肢不自由、下肢不自由若しくは体幹機能障害

の１級若しくは２級の者、又は運転免許証に改造の要件が記載された者であること。 

イ 自らが運転するために、自動車のハンドル、アクセル又はブレーキ等の一部を改

造する必要がある者であること。 

ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額（各種所得控除後の額をいう。）

が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。 

エ 原則として、過去５年間にこの事業による助成を受けていない者であること。 

(2) 介護者運転にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当すること。 

ア 身体障害者福祉法第１５条の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害の程

度が１級又は２級の者で、自ら自動車を運転することができない車いす利用者がい

る世帯であること。 

イ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額（各種所得控除後の額をいう。）

が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。 

ウ 原則として、過去５年間この事業による助成を受けていない者であること。 

７ 自動車免許取得費助成事業を利用できる者は、対象者のうち道路交通法第９６条の規

定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等による社会活動への参加のため

免許を取得しようとするもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 身体障害者福祉法第１５条の規定により交付を受けた身体障害者手帳の等級が１

級から４級までの者 

(2) 県知事から療育手帳の交付を受けている者 

８ 訪問入浴サービス事業を利用できる者は、身体障害者福祉法第１５条の規定により身

体障害者手帳の交付を受けたもののうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭

和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に掲げる肢体不自由の等級が１級又は２級であ

るものとする。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができる者は対
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象としない。 

（利用申請等） 

第９条 地域生活支援事業（相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業を除く。）の給

付を受けようとする者又はその保護者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げ

る申請を当該各号の定めるところにより市長に申請しなければならない。 

(1) 意思疎通支援者の派遣の申請 意思疎通支援事業利用申請書により行うものとす

る。 

(2) 用具のうち、点字図書及び居宅生活動作補助用具以外の給付等の申請 重度障害者

等日常生活用具給付申請書により行うものとする。 

(3) 用具のうち、点字図書の給付等の申請 点字図書給付申請書に点字図書給付対象出

版施設が発行する点字図書発行証明書を添えて行うものとする。 

(4) 用具のうち、居宅生活動作補助用具及び住宅改修工事（以下「住宅改修費」という。）

の給付等の申請 住宅改修事業費給付申請書に住宅改修工事を業としている者が作成

した工事図面及び見積書を添えて行うものとする。 

(5) 移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター事業及び訪問入浴サービ

ス事業の給付の申請 地域生活支援給付費（移動支援事業・日中一時支援事業・地域

活動支援センター事業・訪問入浴サービス事業）給付申請書兼負担上限額月額減額・

免除申請書により行うものとする。 

(6) 更生訓練費給付事業の給付の申請 更生訓練費給付申請書により行うものとする。 

(7) 自動車改造費助成事業の給付の申請 身体障害者用自動車改造等助成費支給申請

書により行うものとし、市長の給付決定を受けた場合は、自動車改造後速やかに当該

改造に係る次の書類を市長に提出するものとする。 

ア 車検証の写し（新規購入の場合に限る。） 

イ 納品書等（改造に要した経費及び改造箇所が確認できるもの） 

ウ その他市長が必要と認める書類 

(8) 自動車免許取得費助成事業の給付の申請 免許の取得前又は取得後６か月以内に、

障害者自動車運転免許取得助成費支給申請書により行うものとし、市長の給付決定を

受けた場合は、障害者自動車運転免許取得助成費請求書に運転免許証の写し及び自動

車免許取得に直接要した費用の額がわかる領収書等を添えて市長に提出するものとす

る。 
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（給付の決定等） 

第１０条 市長は、前条各号の規定による申請があったときは、給付するかどうかを決定

し、給付することと決定したときは、次の各号の場合にそれぞれ当該各号の規定により

申請者に書類等を交付しなければならない。 

(1) 前条第１号の場合 意思疎通支援事業利用決定（却下）通知書を申請者に交付する。 

(2) 前条第２号の場合 日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を申請

者に交付する。 

(3) 前条第３号の場合 点字図書給付台帳に所定事項を記載するとともに、点字図書発

行証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。 

(4) 前条第４号の場合 住宅改修事業費給付決定通知書及び住宅改修費給付券を交付

する。ただし、住宅改修費の給付は、原則として、対象者１人につき１回とする。 

(5) 前条第５号の場合 地域生活支援給付費（移動支援事業・日中一時支援事業・地域

活動支援センター事業）給付決定通知書及び地域生活支援給付費受給者証（以下「受

給者証」という。）を交付する。 

(6) 前条第６号の場合 更生訓練給付費支給決定通知書を交付する。 

(7) 前条第７号の場合 身体障害者用自動車改造等助成費支給決定通知書を交付する。 

(8) 前条第８号の場合 障害者自動車運転免許取得助成費支給決定通知書を交付する。 

２ 市長は、前項の規定により給付することと決定した申請者（以下「利用者」という。）

に対し、当該事業の提供事業者及び提供場所を指定することができる。 

３ 市長は、前条第１号に規定する申請について給付しないことと決定したときは、意思

疎通支援事業利用決定（却下）通知書により申請者に通知しなければならない。 

４ 市長は、前条第２号から第８号までの規定による申請について給付しないことと決定

したときは、不支給決定通知書により申請者に通知しなければならない。 

（給付の量及び期間） 

第１１条 市長は、移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター事業（機能

強化事業に限る。）及び訪問入浴サービス事業について、前条の規定により給付の決定

を行うときは、当該事業の種類ごとに月を単位として給付の量を定めなければならない。 

２ 前項の給付の量は、給付の開始から１年を超えない範囲において定めるものとする。 

（利用の変更） 

第１２条 利用者は、前条第１項の規定により決定された給付の量を変更する必要がある
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ときは、地域生活支援給付費（移動支援事業・日中一時支援事業・地域活動支援センタ

ー事業）変更申請書に受給者証を添えて市長に申請することができる。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、給付の量を変更するかどうか決定し、変更する

ことと決定したときは、地域生活支援給付費（移動支援事業・日中一時支援事業・地域

活動支援センター事業）変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証に

必要な事項を記載し、申請者に交付するものとする。 

（利用の取消し） 

第１３条 市長は、利用者の申出又は職権により、利用者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、当該利用者の給付の決定を取り消すことができる。 

(1) 利用者が当該事業における給付を受ける必要がなくなったとき。 

(2) 利用者が他の市町村へ転出したとき。 

(3) その他市長が給付を取り消すことが適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消すときは、地域生活支援給付費支給決

定取消通知書により当該利用者に通知しなければならない。 

（申請内容の変更の届出） 

第１４条 利用者は、第１１条の規定による給付の期間内において、受給者証に記載され

ている事項に変更があったときは、申請内容変更届出書により速やかに市長に届け出な

ければならない。 

（受給者証の再交付申請） 

第１５条 利用者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付

申請書により速やかに市長に再交付を申請するものとする。 

（意思疎通支援者派遣に係る費用） 

第１６条 意思疎通支援事業に係る意思疎通支援者の派遣に要する費用の額は、別表第１

に定める額とする。 

（地域生活支援給付費） 

第１７条 日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業、更生訓練費給付

事業、自動車改造費助成事業、自動車免許取得費助成事業、地域活動支援センター事業

及び訪問入浴サービス事業に要する費用の額は、当該事業の種類ごとに、別表第２に定

める額（その額が現に当該事業に係るサービスに要した費用の額を超えないときは、当

該事業に係るサービスに要した費用の額）とする。 
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２ 市長は、利用者が日常生活用具給付等事業（点字図書に係るものを除く。）、移動支

援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター事業及び訪問入浴サービス事業を利

用したときは、当該利用者に対し、当該事業の利用に係る費用として、別表第２に定め

る額の１００分の９０に相当する額（１円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り

捨てた額）を給付するものとする。 

３ 市長は、利用者が日常生活用具給付等事業（点字図書に係るものに限る。）、更生訓

練費給付事業、自動車改造費助成事業及び自動車免許取得費助成事業を利用したときは、

別表第２に定める額を給付するものとする。 

（地域生活支援給付費の代理受領） 

第１８条 市長は、利用者が日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業、

更生訓練費給付事業、自動車改造費助成事業、自動車免許取得費助成事業、地域活動支

援センター事業及び訪問入浴サービス事業を利用したときは、当該利用者が当該事業に

係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用に

ついて、前条第２項及び第３項に規定する額を上限として、当該利用者に代わり当該事

業者等に支払うことができる。この場合においては、当該事業者は、当該利用者から代

理受領に係る委任を受けなければならない。 

２ 前項の規定による支払があったときは、利用者に対する地域生活支援給付費の支給が

あったものとみなす。 

（日常生活用具給付等事業に係る利用者負担上限額） 

第１９条 第１７条第２項及び第３項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた日

常生活用具給付等事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から同項の規定により

算定された当該月における当該事業に係る地域生活支援給付費の合計額を控除して得た

額が、政令第４３条の３に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その額

を負担上限額とする。 

（高額地域生活支援給付費） 

第２０条 市長は、利用者が同一の月に受けた移動支援事業、日中一時支援事業及び地域

活動支援センター事業に要した費用の額の合計額から第１７条第２項及び第３項の規定

により算定された当該月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額に、法

第２９条第３項に定める額及び法第７６条の２に規定する高額障害福祉サービス費の適

用後の額を加えた額が、法第２９条第４項に定める額を超えるときは、その超える額に
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ついて高額地域生活支援給付費として支給するものとする。 

２ 高額地域生活支援給付費の支給の申請は、高額地域生活支援給付費支給申請書による

ものとする。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、高額地域生活支援給付費を支給するかどうか決

定し、高額地域生活支援給付費支給（不支給）決定通知書により申請者に通知するもの

とする。 

（費用負担の減免） 

第２１条 市長は、納入義務者が天災その他不可抗力と認められる災害により、財産につ

いて著しい損害を受けた場合等であって、徴収額を負担することができないと認めると

きは、徴収額を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第２２条 この規則の施行に関し必要な様式その他必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（小千谷市身体障害者福祉電話及びミニファックス設置要綱の廃止） 

２ 小千谷市身体障害者福祉電話及びミニファックス設置要綱（昭和６１年小千谷市告示

第２４号）は、廃止する。 

（小千谷市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱の廃止） 

３ 小千谷市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱（平成１２年小千谷市告示第１

０１号）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ 第２条第１０号の経過的デイサービス事業の適用期間は、平成１９年３月３１日まで

とする。 

５ 第７条第５項の更生訓練費給付事業の対象者であって、平成１８年９月末日において

身体障害者福祉法の規定による更生訓練費（以下「更生訓練費」という。）を受給して

いるものが、その時点で利用している施設への通所又は入所を継続する場合は、この規

則の施行後３年間に限り、更生訓練費を支給するものとする。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第７９号） 

（施行期日） 



11/29 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（小千谷市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 小千谷市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣事業補助金交付要綱（平成１２年小千谷

市告示第６８号）は、廃止する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第２２号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第４７号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日規則第１６号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日規則第４９号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日規則第４４号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日規則第２４号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日規則第１８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日規則第１０号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第５号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日規則第８号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第１６条関係） 

 派遣１回当たりの時

間区分 

基準額（１人当たり） 

手話奉仕員・要約筆記

奉仕員 

手話通訳者・手話通訳

士・要約筆記者 
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意思疎通支援者派遣

に係る費用の額 

２時間までの場合 ３，０００円 ３，５００円 

２時間から３時間ま

での場合 

３，５００円 ４，０００円 

３時間から４時間ま

での場合 

４，０００円 ４，５００円 

４時間を超える場合 ５，０００円 ５，５００円 

事務費  ５０，０００円 

ボランティア保険  年間 ８００円 

別表第２（第１７条関係） 

１ 日常生活用具給付等事業 

種目 品目 性能 限度額 

（円） 

耐用

年数 

対象者 

身体障害者等 その他 

介護・訓

練支援

用具 

特殊寝台

（介） 

腕、脚等の訓

練のできる器

具を附帯し、

原則として使

用者の頭部及

び脚部の傾斜

角度を個別に

調整できる機

能を有するも

の 

１５４，０

００ 

８ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害者 

在宅であること 

下肢若しくは体

幹機能障害２級

以上の身体障害

児（原則として学

齢児以上の者）又

は難病患者等で

寝たきりの状態

にある者 

特殊マット

（介） 

じょく瘡の防

止又は失禁等

による汚染又

は損耗を防止

できる機能を

有するもの 

１９，６０

０ 

５ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害１級の身

体障害者（常時介

護を要する者に

限る。） 

在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害児、重

度知的障害者・児

（それぞれ原則

として３歳以上

の者）又は難病患
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者等で寝たきり

の状態にある者 

特殊尿器

（介） 

尿が自動的に

吸引されるも

の 

６７，００

０ 

５ 在宅であること 

上肢又は体幹機

能障害１級の身

体障害者（常時介

護を要する者に

限る。） 

在宅であること 

上肢若しくは体

幹機能障害１級

の身体障害児で

あって常時介護

を要するもの（原

則として学齢児

以上の者）又は難

病患者等で自力

で排尿できない

者 

入浴担架 障害者・児を

担架に乗せた

ままリフト装

置により入浴

させるもの 

８２，４０

０ 

５ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害者（入

浴に当たって家

族等他人の介助

を要する者に限

る。） 

在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害児で

入浴に介護を要

するもの（原則と

して３歳以上の

者） 

体位変換器

（介） 

介助者が障害

者・児の体位

を変換させる

のに容易に使

用し得るもの 

１５，００

０ 

５ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害者（下

着交換に当たっ

て、家族等他人の

介助を要する者

に限る。） 

在宅であること 

下肢若しくは体

幹機能障害２級

以上の身体障害

児で下着交換等

に当たって介護

を要するもの（原

則として学齢児

以上の者）又は難
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病患者等で寝た

きりの状態にあ

る者 

移動用リフ

ト（介） 

介護者が重度

身体障害者・

児を移動させ

るに当たっ

て、容易に使

用し得るもの

（ただし、天

井走行型その

他住宅改修を

伴うものを除

く。） 

１５９，０

００ 

４ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害者 

在宅であること 

下肢若しくは体

幹機能障害２級

以上の身体障害

児（原則として３

歳以上の者）又は

難病患者等で下

肢若しくは体幹

機能に障害のあ

る者 

訓練いす 原則として附

属のテーブル

を付けるもの

とする。 

３３，１０

０ 

５  在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害児（原

則として３歳以

上の者） 

訓練ベッド 腕、脚等の訓

練のできる器

具を備えたも

のとする。 

１５９，２

００ 

８  在宅であること 

下肢若しくは体

幹機能障害２級

以上の身体障害

児（原則とし学齢

児以上の者）又は

難病患者等で下

肢又は体幹機能

に障害のある者 

自立生 入浴補助用入浴時の移 ９０，００ ８ 在宅であること 在宅であること 
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活支援

用具 

具（介） 動、座位の保

持、浴槽への

入水等を補助

でき、障害

者・児又は介

助者が容易に

使用し得るも

の。ただし、

設置に当たり

住宅改修を伴

うものを除

く。 

０ 下肢又は体幹機

能障害の身体障

害者であって、入

浴に介助を必要

とするもの 

下肢若しくは体

幹機能障害の身

体障害児であっ

て入浴に介助を

要する者で原則

として３歳以上

のもの又は難病

患者等で入浴に

介助を要する者 

腰掛け便器

（介） 

障害者・児が

容易に使用し

得るもの（手

すりをつける

ことができ

る。）。ただ

し、取替えに

当たり住宅改

修を伴うもの

を除く。 

便器 ４，

４５０ 

手すり 

５，４００ 

８ 在宅であること 

下肢又は体幹機

能障害２級以上

の身体障害者 

在宅であること 

下肢若しくは体

幹機能障害２級

以上の身体障害

児（原則として学

齢児以上の者）又

は難病患者等で

常時介護を要す

る者 

頭部保護帽 転倒の衝撃か

ら頭部を保護

できるもの 

（スポン

ジ、革、プ

ラスチック

を主材料に

使用した場

合）３６，

７５０ 

（スポン

３ 平衡機能、下肢又

は体幹機能障害

の身体障害者 

オーダーメイド

の場合は、医師の

意見書等により

必要性が認めら

れるもの 

重度知的障害

者・児でてんかん

の発作等により

頻繁に転倒する

もの 

オーダーメイド

の場合は、医師の

意見書等により
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ジ、革を主

材料に使用

した場合）

１５，２０

０ 

必要性が認めら

れるもの 

T字状・棒状

のつえ 

歩行時に身体

を支え、安定

させる為に用

いる用具 

３，０００ ３ 平衡機能、下肢又

は体幹機能障害

の身体障害者 

平衡機能、下肢又

は体幹機能障害

の身体障害児 

移動・移乗

支援用具

（介） 

おおむね次の

ような性能を

有する手す

り、スロープ

等であるこ

と。 

ア 障害者・

児の身体機

能の状態を

十分踏まえ

たものであ

って、必要

な強度と安

定性を有す

るもの 

イ 転倒予

防、立ち上

がり動作の

補助、移乗

動作の補

助、段差解

６０，００

０ 

８ 在宅であること 

平衡機能又は下

肢若しくは体幹

機能に障害を有

し家庭内の移動

等において介助

を必要とする身

体障害者 

在宅であること 

平衡機能、下肢若

しくは体幹機能

障害の身体障害

児で家庭内の移

動等において介

助を要するもの

（原則として３

歳以上の者）又は

難病患者等で下

肢が不自由な者 
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消等の用具

とする。 

ただし、設置

に当たり住宅

改修を伴うも

のを除く。 

特殊便器

（介） 

足踏ペダルに

て温水・温風

を出し得るも

ので、障害

者・児又は介

護者が容易に

使用し得るも

の 

１５１，２

００ 

５ 在宅であること 

上肢又は体幹機

能障害１級の身

体障害者（常時介

護を要する者に

限る。） 

在宅であること 

上肢若しくは体

幹機能障害１級

の身体障害児で

あって常時介護

を要するもの（原

則として学齢児

以上の者）又は難

病患者等で上肢

機能に障害のあ

る者 

火災警報器 室内の火災を

煙又は熱によ

り感知し、音

又は光を発し

屋外にも警報

ブザーで知ら

せ得るもの 

１５，５０

０ 

８ 在宅であること 

障害等級２級以

上の身体障害者

（火災発生の感

知及び避難が著

しく困難な障害

者のみの世帯及

びこれに準ずる

世帯） 

在宅であること 

障害等級２級以

上の身体障害児

又は重度知的障

害者・児で火災発

生の感知及び避

難が著しく困難

なもの（当該者・

児の世帯が単身

世帯又はこれに

準ずる世帯であ

る場合に限る。） 

自動消火器 室内温度の異 ２８，７０ ８ 在宅であること 在宅であること 
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常上昇又は炎

の接触で自動

的に消火液を

噴射し初期火

災を消火し得

るもの 

０ 障害等級２級以

上の身体障害者

（火災発生の感

知及び避難が著

しく困難な障害

者のみの世帯及

びこれに準ずる

世帯） 

障害等級２級以

上の身体障害児、

重度知的障害

者・児又は難病患

者等で火災発生

の感知及び避難

が著しく困難な

もの（当該者・児

の世帯が単身世

帯又はこれに準

ずる世帯である

場合に限る。） 

電磁調理器 視覚障害の身

体障害者・児

又は知的障害

者・児が容易

に使用し得る

もの 

４１，００

０ 

６ 在宅であること 

視覚障害２級以

上の身体障害者

（盲人のみの世

帯及びこれに準

ずる世帯） 

在宅であること 

視覚障害２級以

上の身体障害児

又は重度知的障

害者・児で１８歳

以上のもの 

歩行時間延

長信号機用

小型送信機 

視覚障害の身

体障害者・児

が容易に使用

し得るもの 

７，０００ １０ 視覚障害２級以

上の身体障害者 

視覚障害２級以

上の身体障害児 

聴覚障害者

用屋内信号

装置 

音、音声等を

視覚、触覚等

により知覚で

きるもの 

８７，４０

０ 

１０ 聴覚障害２級の

身体障害者（聴覚

障害者のみの世

帯及びこれに準

ずる世帯で日常

生活上必要と認

められる世帯） 

聴覚障害２級の

身体障害児（聴覚

障害児のみの世

帯及びこれに準

ずる世帯で日常

生活上必要と認

められる世帯） 

在宅療 透析液加温透析液を加温 ５１，５０ ５ 在宅であること 在宅であること 
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養等支

援用具 

器 し、一定温度

に保つもの 

０ じん臓機能障害

３級以上で自己

連続携行式腹膜

灌流法(CAPD)に

よる透析療法を

行う身体障害者 

じん臓機能障害

３級以上の身体

障害児（原則とし

て３歳以上の者） 

ネブライザ

ー（吸入器） 

障害者・児が

容易に使用し

得るもの 

３６，００

０ 

５ 在宅であること 

呼吸器機能障害

３級以上又は同

程度の身体障害

者であって、必要

と認められるも

の 

在宅であること 

呼吸器機能障害

３級以上若しく

は同程度の身体

障害児であって、

必要と認められ

るもの（原則とし

て学齢児以上の

者）又は難病患者

等で呼吸器機能

に障害のある者 

電気式たん

吸引器 

障害者・児が

容易に使用し

得るもの 

５６，４０

０ 

５ 在宅であること 

呼吸器機能障害

３級以上又は同

程度の身体障害

者であって、必要

と認められるも

の 

在宅であること 

呼吸器機能障害

３級以上若しく

は同程度の身体

障害児であって、

必要と認められ

るもの（原則とし

て学齢児以上の

者）又は難病患者

等で呼吸器機能

に障害のある者 

酸素ボンベ

運搬車 

障害者・児が

容易に使用し

１７，００

０ 

１０ 医療保険におけ

る在宅酸素療法

医療保険におけ

る在宅酸素療法
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得るもの を行う身体障害

者 

を行う身体障害

児又は難病患者

等 

視覚障害者

用体温計

（音声式） 

視覚障害者・

児が容易に使

用し得るもの 

９，０００ ５ 視覚障害２級以

上の身体障害者

（視覚障害者の

みの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

視覚障害２級以

上の身体障害児

で原則として学

齢児以上のもの

（当該児の世帯

が単身世帯又は

これに準ずる世

帯である場合に

限る。） 

視覚障害者

用体重計 

視覚障害者・

児が容易に使

用し得るもの 

１８，００

０ 

５ 視覚障害２級以

上の身体障害者

（視覚障害者の

みの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

視覚障害２級以

上の身体障害児

（視覚障害児の

みの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

動脈血中酸

素飽和度測

定器（パル

スオキシメ

ーター） 

呼吸状態を継

続的にモニタ

リングするこ

とが可能な機

能を有し、難

病患者等が容

易に使用し得

るもの 

５０，００

０ 

５ 呼吸機能障害３

級以上の身体障

害者であって、医

療保険における

在宅酸素療法を

行う者又は人工

呼吸器の装着が

必要な者 

呼吸機能障害３

級以上の身体障

害児又は難病患

者等であって、医

療保険における

在宅酸素療法を

行う者又は人工

呼吸器の装着が

必要な者 

情報・意

思疎通

支援用

具 

携帯用会話

補助装置 

携帯式で、こ

とばを音声又

は文章に変換

する機能を有

９８，８０

０ 

５ 音声機能若しく

は言語機能又は

肢体不自由の身

体障害者であっ

音声機能若しく

は言語機能又は

肢体不自由の身

体障害児であっ
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し、障害者・

児が容易に使

用し得るもの 

て、発声・発語に

著しい障害を有

するもの 

て、発声・発語に

著しい障害を有

するもの（原則と

して学齢児以上

の者） 

情報・通信

支援用具 

パソコンを使

用するために

操作を補助す

る周辺機器及

びソフトウェ

ア等で障害

者・児が容易

に使用し得る

もの 

１００，０

００ 

６ 上肢機能障害２

級以上の身体障

害者又は視覚障

害２級以上の身

体障害者でパソ

コン使用により

社会参加等が見

込まれ、かつ周辺

機器等を使用し

なければ当該パ

ソコンの操作が

困難であるもの 

上肢機能障害２

級以上の身体障

害児又は視覚障

害２級以上の身

体障害児でパソ

コン使用により

社会参加等が見

込まれ、かつ周辺

機器等を使用し

なければ当該パ

ソコンの操作が

困難であるもの 

点字ディス

プレイ 

文字等のコン

ピュータの画

面情報を点字

等により示す

ことのできる

もの 

３８３，５

００ 

６ 視覚障害及び聴

覚障害の重度重

複障害（原則とし

て視覚障害２級

以上かつ聴覚障

害２級）の身体障

害者であって、必

要と認められる

もの 

視覚障害及び聴

覚障害の重度重

複障害（原則とし

て視覚障害２級

以上かつ聴覚障

害２級）の身体障

害児であって、必

要と認められる

もの 

点字器 点字で文字を

打つための用

具 

（標準）１

０，４００ 

（携帯）７，

２００ 

５ 視覚障害の身体

障害者であって、

必要と認められ

るもの 

視覚障害の身体

障害児であって、

必要と認められ

るもの 
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点字タイプ

ライター 

視覚障害者・

児が容易に使

用し得るもの 

６３，１０

０ 

５ 視覚障害２級以

上の身体障害者

（本人が就学若

しくは就労して

いる又は就労が

見込まれる者に

限る。） 

視覚障害２級以

上の身体障害児

（原則として就

学若しくは就労

しているか又は

就労が見込まれ

る者） 

視覚障害者

用ポータブ

ルレコーダ

ー 

音声等により

操作ボタンが

知覚又は認識

できかつ、

DAISY方式に

よる録音及び

当該方式によ

り記録された

図書の再生が

可能な製品で

あって、視覚

障害者・児が

容易に使用し

得るもの 

８９，８０

０ 

６ 視覚障害２級以

上の身体障害者 

視覚障害２級以

上の身体障害児

（原則として学

齢児以上の者） 

視覚障害者

用活字文書

読上げ装置 

文字情報と同

一紙面上に記

載された当該

文字情報を暗

号化した情報

を読み取り、

音声信号に変

換して出力す

る機能を有す

１１５，０

００ 

６ 視覚障害２級以

上の身体障害者 

視覚障害２級以

上の身体障害児

であって原則と

して学齢児以上

の者 
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るもので、視

覚障害者・児

が容易に使用

し得るもの 

視覚障害者

用拡大読書

器 

画像入力装置

を読みたいも

の（印刷物等）

の上に置くこ

とで、簡単に

拡大された画

像（文字等）

をモニターに

映し出せるも

の 

１９８，０

００ 

８ 視覚障害の身体

障害者であって、

本装置により文

字等を読むこと

が可能になるも

の 

視覚障害の身体

障害児であって

本装置により文

字等を読むこと

が可能になるも

ので、原則として

学齢児以上のも

の 

視覚障害者

用時計 

視覚障害者・

児が容易に使

用し得るもの 

（触読式）

１０，３０

０ 

（音声式）

１３，３０

０ 

１０ 視覚障害２級以

上の身体障害者。

なお音声時計は、

手指の触覚に障

害がある等のた

め触読式時計の

使用が困難な者

を原則とする。 

視覚障害２級以

上の身体障害児。

なお音声時計は、

手指の触覚に障

害がある等のた

め触読式時計の

使用が困難な者

を原則とする。 

聴覚障害者

用通信装置

（ファクシ

ミリ装置） 

一般の電話に

接続すること

ができ、音声

の代わりに文

字等により通

信が可能な機

器であり、障

害者・児が容

７１，００

０ 

５ 聴覚障害又は発

声・発語に著しい

障害を有する身

体障害者であっ

て、コミュニケー

ション、緊急連絡

等の手段として

必要と認められ

聴覚障害児又は

発声・発語に著し

い障害を有する

児童であって、コ

ミュニケーショ

ン、緊急連絡等の

手段として必要

と認められるも
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易に使用し得

るもの 

るもの の（原則として学

齢児以上の者） 

聴覚障害者

用情報受信

装置 

字幕及び手話

通訳付きの聴

覚障害者・児

用番組並びに

テレビ番組に

字幕及び手話

通訳の映像を

合成したもの

を画面に出力

する機能を有

し、かつ、災

害時の聴覚障

害の身体障害

者・児向け緊

急信号を受信

するもので、

聴覚障害の身

体障害者・児

が容易に使用

し得るもの 

８８，９０

０（取付工

事等機器の

設置に当た

って派生的

に発生する

周辺経費は

原則自己負

担） 

６ 聴覚障害の身体

障害者であって、

本装置によりテ

レビの視聴が可

能になるもの 

聴覚障害の身体

障害児であって、

本装置によりテ

レビの視聴が可

能になるもの 

人工喉頭 喉頭を摘出し

たこと等によ

り、音声機能

を喪失した方

に対して用い

られる代用音

声の用具 

（笛式）８，

１００ 

４ 音声・言語機能障

害で喉頭摘出し

た身体障害者 

笛式の場合は、医

師の意見書等に

より必要性が認

められるもの 

音声・言語機能障

害で喉頭摘出し

た身体障害児 

笛式の場合は、医

師の意見書等に

より必要性が認

められるもの 

（電動式）

７０，１０

０ 

５ 

点字図書 点字により作 一般図書と ― 主に、情報の入手主に、情報の入手
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成された図書 の差額 を点字によって

いる視覚障害の

身体障害者 

を点字によって

いる視覚障害の

身体障害児 

排泄管

理支援

用具 

ストマ用装

具（ストマ

用品、洗腸

用具） 

人工肛門又は

人工ぼうこう

を造設した方

が身体に装着

して排泄物を

溜める用具 

（蓄便袋）

９，０００

（月額） 

（蓄尿袋）

１２，００

０（月額） 

― ぼうこう又は直

腸機能障害でス

トマ造設してい

る身体障害者 

ぼうこう又は直

腸機能障害でス

トマ造設してい

る身体障害児 

紙おむつ等

（紙おむ

つ、サラシ、

ガーゼ等衛

生用品） 

身体に装着し

て排泄物を溜

める用具 

１２，００

０（月額） 

― ぼうこう又は直

腸機能障害のう

ち高度の排便、排

尿障害又は脳原

性運動機能障害

で排尿、排便の意

思表示の困難な

もので、医師が必

要と認める身体

障害者 

ぼうこう又は直

腸機能障害のう

ち高度の排便、排

尿障害者又は脳

原性運動機能障

害で排尿、排便の

意思表示の困難

なもので、医師が

必要と認める身

体障害児 

収尿器 常時失禁状態

にある方の収

尿の為の用具 

（男性用）

７，７００ 

（女性用）

８，５００ 

１ 高度の排尿機能

障害の身体障害

者 

高度の排尿機能

障害者 

住宅改

修費 

居宅生活動

作補助用具

（住宅改修

費） 

障害者の移動

等を円滑にす

る用具で設置

に小規模な住

宅改修を伴う

もの 

２００，０

００以内

（原則１

回） 

― 在宅であること 

下肢、体幹機能障

害又は乳幼児期

以前の非進行性

の脳病変による

運動機能障害（移

動機能障害に限

在宅であること 

下肢、体幹機能障

害若しくは乳幼

児期以前の非進

行性の脳病変に

よる運動機能障

害（移動機能障害
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る。）を有する者

であって障害等

級３級以上の身

体障害者（ただ

し、特殊便器への

取替えをする場

合は上肢機能障

害２級以上の身

体障害者） 

に限る。）を有す

る学齢児以上の

身体障害児であ

って障害程度等

級３級以上のも

の（特殊便器への

取替えをする場

合は、上肢機能障

害２級以上の者）

又は難病患者等

で下肢若しくは

体幹機能に障害

のある者 

２ 移動支援事業 

 身体介護有り（移動の際に身体の介護

を伴うもの） 

身体介護無し（移動の際に身体の介護

を伴わないもの） 

～０．５ ２，３００円 ８００円 

～１．０ ４，０００円 １，５００円 

～１．５ ５，８００円 ２，２５０円 

～２．０ ６，５５０円 市が特に必要と認めた場合３０分ごと

に７００円 ～２．５ ７，３００円 

～３．０ ８，０５０円 

～３．５ 市が特に必要と認めた場合３０分ご

とに７００円 

３ 日中一時支援事業 

 障害程度の区分 所定額 

単独型 区分３ １０，０２０円 

区分２ ８，９２０円 

区分１ ８，４２０円 

併設型 区分３ ７，５７０円 
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区分２ ５，９３０円 

区分１ ４，９００円 

療養介護対象者 ２４，０００円 

遷延性意識障害者 １４，０００円 

注１ 日中一時支援事業に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応

じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。 

ア 所要時間４時間までの場合 １００分の２５ 

イ 所要時間４時間から８時間までの場合 １００分の５０ 

ウ 所要時間８時間を超える場合 １００分の７５ 

注２ 利用者に対してその居宅と事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき５

４０円を所定額に加算する。ただし、小千谷市内における居宅と事業所等との間の送

迎については、片道につき２７０円を所定額に加算する。 

注３ 利用者に対して食事の提供を行った場合は、１日につき４２０円を所定額に加算

する。ただし、政令第１７条第１項第１号に掲げるものについては、対象としない。 

注４ 利用者に対して入浴介助を行った場合は、１日につき４００円を所定額に加算す

る。 

注５ 平成１９年３月末まで経過的デイサービス事業を実施していた事業所が、利用者

の障害状況に合わせて、事前に「創作活動・機能訓練計画書」を作成し、支援を行っ

た場合は、１回につき６００円を加算する。 

４ 更生訓練費給付事業 

(1) 訓練のための経費（月額） 

施設区分 訓練に従事した日が１

５日以上の場合 

訓練に従事した日が１

５日未満の場合 

ア 就労移行支援事業（あん摩、はり、き

ゅう科） 

１４，８００円 ７，４００円 

イ 就労移行支援事業（あん摩、はり、き

ゅう科を除く。） 

ウ 自立訓練事業 

３，１５０円 １，６００円 

（注） 通所者を含む。 

(2) 通所のための経費 ２８０円に施設に訓練のために通所した日数を乗じて得た
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額と対象者が通所のために現に支払った額のいずれか少ない額 

５ 自動車改造費助成事業 

 基準額 

本人運転 １００，０００円 

介護者運転 ６００，０００円 

注１ 改造に要した費用が基準額を下回る場合は、実支出額を助成費用とする。 

注２ 介護者運転については、申請者の属する世帯の所得状況による次の世帯の区分に

応じた割合を乗じて得た額とする。この場合において、算出された助成額に千円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

ア 生活保護世帯 １０分の１０ 

イ 所得税非課税世帯 ３分の２ 

ウ ア、イ以外の世帯 ２分の１ 

６ 自動車免許取得費助成事業 

免許の取得に要した費用の３分の２の額とする。ただし、その額が１０万円を超え

るときは、１０万円を限度とする。 

７ 地域活動支援センター事業 

種別 障害程度 ４時間までの場合 ４時間から６時間

までの場合 

６時間を超えた場

合 

単独型身体障害者 区分３ ３，４５０円 ５，７６０円 ７，４８０円 

区分２ ３，１９０円 ５，３３０円 ６，９３０円 

区分１ ２，９５０円 ４，９１０円 ６，３８０円 

単独型知的障害者 区分３ ２，８５０円 ４，７５０円 ６，１７０円 

区分２ ２，５５０円 ４，２５０円 ５，５３０円 

区分１ ２，２５０円 ３，７６０円 ４，８８０円 

注１ 利用者に対して食事の提供を行った場合は、１日につき４２０円を所定額に加算

する。ただし、政令第１７条第１項第１号に掲げるものについては、対象としない。 

注２ 利用者に対して入浴介助を行った場合は、１日につき４００円を所定額に加算す

る。 

注３ 利用者に対してその居宅と事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき５

４０円を所定額に加算する。ただし、小千谷市内における居宅と事業所等との間の送
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迎を除く。 

８ 訪問入浴サービス事業 

種別 所定額 

全身浴 事業者が定める額 

部分浴 事業者が定める額 

 


